
市町村都市計画公園・緑地（住区基幹公園）の⾒直し検討フロー【例】（たたき案）

YES

必要性 高

必要性 低

代替機能 無

代替機能 有

実現性 低
NO YES

①緑が充足した地域（※２）であり、かつ
②新たな土地利用に対する配慮の必要がない区域である

必要性
評価

代替機能
評価

◆公園緑地としての必要性（機能別）

◆公園種別の確認

【みどりの効果】※１
○存在効果（防災、環境、景観機能）
○利用効果（スポーツ・レクリエーション、憩い・癒し等）
○媒体効果（福祉、教育、交流、コミュニティ、文化等）
【都市計画上の確認】
○周辺環境の変化 ○上位計画等との整合等

実現性
評価

◆誘致圏域内における代替機能の有無を検討

◆公園種別の確認

○施設緑地 （都市公園等、公共施設緑化、民間施設等）
○地域制緑地 （生産緑地、緑化地域、地区計画、市民

緑地等）
○現況の土地利用 （寺社、墓地、ため池等）

都市計画公園・
緑地として整備

※１ 評価の際、誘致圏域は行政界にとらわれないものとする

誘導による
みどりの機能の

確保

※２ 各市町村が独自に
定めている緑に関し
ての地域の将来目標
に対する評価

都市計画公園・緑地として存続 都市計画公園・緑地を廃止

新たな施策の
検討不要

見直し対象区域

建築制限がかかっている区域

未着手・未完成公園

住区基幹公園

事業認可区域YES

NO

実現性 高 実現性 低

○協定等による駐車場や空き地等の活用
○借地公園制度や他の整備手法の活用 等

誘致圏域内における
新たな代替施策の確保

◆公園緑地としての実現性の高さを検討

○買収難易度 ○整備コスト ○優先順位 等

整備手法等の
検討

都市計画公園・
緑地を廃止

社
会
経
済
情
勢
に
合
わ
せ、
概
ね
5
年
～
10
年
ご
と
の
見
直
し
の
中
で
再
検
証
す
る

代替手法
あり

区域の一部のみ代替可

廃止区域
（代替がある区域）

都市計画公園・
緑地区域の変更

存続区域
（代替がない区域）

区域全域代替可

（他の担保性のある施策による
みどりの機能の確保）

資料２


